仮算定結果に基づく税率改定（案）について

１　税率見直しの理由

　本市では、約１万３千人のかたが、国民健康保険に加入していますが、社会保険の加入条件の緩和や後期高齢者医療へ移行する人の増加などにより、年々減少しています。また、加入者の高齢化等により国保税の収入は低迷している一方、医療の高度化等により医療費は伸び、保険給付費が増加しているため、財政運営は大変厳しくなっています。
　国保の運営は独立採算が原則ですが、国保税だけでは収支の均衡が保てないため、令和６年度から赤字を補填するために一般会計からの公金の投入が行われています。この赤字補填目的の一般会計からの公金の投入を行ったことで、本市は赤字団体となり、令和７年度を初年度とする赤字削減・解消計画を昨年度策定しました。この計画の目標達成年度は令和11年度とされているため、今後は、国保税率を段階的に引上げ、一般会計からの公金の投入を令和11年度までに解消することが必要です。
　また、令和8年度から子ども子育て支援金制度の創設により、全ての医療保険加入者から支援金を賦課、徴収することが義務付けられるため、国民健康保険制度においても、これまでの保険税に上乗せされます。


歳入歳出決算状況（過去３年間の推移）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	項目
	R4
	R5
	R6

	歳入
	7,036,363,148円 
	7,007,491,140円 
	7,137,069,058円 

	歳出
	7,008,727,547円 
	7,048,218,471円 
	7,109,207,754円 

	歳入－歳出
	27,635,601円 
	△40,727,331円
	27,861,304円






―赤字削減・解消計画について―
　　国民健康保険特別会計にとっての財源は、国、県、市からの補助金、国保税によると
ころですが、国保税の引上げのみでは限界があるため、下記のとおり、一般会計からの
支援を受けつつ段階的に税率改定を図り赤字を解消していきます。

　＜赤字補填目的の一般会計繰入額見込＞
	
	令和7年度
	令和８年度
	令和９年度
	令和10年度
	令和11年度
	合計

	一般会計
法定外繰入額
	300,000
千円
	220,000
千円
	150,000
千円
	80,000
千円
	０円
	750,000
千円


                               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※令和6年度に愛知県を通じて国へ提出した赤字削減・解消計画より




　　

資料２


２　令和８年度保険税率（案）



	　
	Ｒ７税率
（現行）
	Ｒ８年度（案１）
	Ｒ７からの
増減額（案１）
	Ｒ８年度（案２）
	Ｒ７からの
増減額（案２）
	R8年度
標準保険料率

	医療
	所得割率
	7.30%
	7.80%
	0.50
	7.80%
	0.50
	8.23%

	
	均等割額
	¥27,000
	¥30,200
	¥3,200
	¥32,000
	¥5,000
	¥35,694

	
	平等割額
	¥21,600
	¥22,000
	¥400
	¥22,600
	¥1,000
	¥22,913

	支援
	所得割率
	2.87%
	2.75%
	-0.12
	2.75%
	-0.12
	2.72%

	
	均等割額
	¥11,000
	¥11,500
	¥500
	¥11,700
	¥700
	¥11,731

	
	平等割額
	¥8,000
	¥7,600
	-¥400
	¥7,600
	-¥400
	¥7,531

	介護
	所得割率
	2.31%
	2.31%
	0
	2.40%
	0.09
	2.49%

	
	均等割額
	¥11,700
	¥11,700
	0
	¥12,000
	¥300
	¥12,722

	
	平等割額
	¥5,800
	¥5,800
	0
	¥6,000
	¥200
	¥6,299

	子ども子育て
	所得割率
	　　―
	0.26%
	　　 ―
	0.26%
	　　―
	0.26%

	
	均等割額
	　　―
	¥1,131
	　　 ―
	¥1,131
	　　 ―
	¥1,131

	
	平等割額
	　　―
	¥723
	　　 ―
	¥723
	　　 ―
	¥723

	
	18歳以上均等割
	　　―
	¥52
	―
	¥52
	―
	¥52












３　世帯ごとの影響



【モデルケース】（家族構成）

[image: ]所得0円世帯　
40歳以上の単身世帯を想定






[image: ]所得１３０万円世帯　
年金所得の65歳以上74歳未満の夫婦2人世帯を想定






所得２０0万円世帯　（月額約１６万７千円）
尾張旭市国保の1世帯当たりの平均
40歳未満の夫婦2人世帯を想定

[image: ]





[image: ]所得300万円世帯　（月額約２５万円）
　40歳未満の夫婦2人と子ども１人（未就学）の３人世帯を想定。






[image: ]所得３９０万円世帯　（月額約３２万５千円）
　40歳以上の夫婦2人と子ども2人（18歳未満）の4人世帯を想定。




　

賦課限度超過世帯　R８＝給与所得１，０００万円
R７＝給与所得9８0万円
※所得がこれ以上になる世帯は、保険税額が頭打ちになる。

[image: ]
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【試算結果】

今回の税率改定によってどんな世帯にどんな影響が生じるのか、いくつかのモデルケースを
用いて試算しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　（年税額：円）
	
世帯状況

	
改定前

	
改定後
	
差額
	
増加率
	子ども子育て支援金分の増加がない場合

	単身世帯
所得　0円
7割軽減世帯
	2５,400円
	27,000円

(29,400円)
	1,600円

(4,000円)
	6.30％

(15.75％)
	4.33％

(13.78％)

	２人世帯
所得　1,300,000円
２割軽減世帯
	172,800円
	186,800円

(200,100円)
	14,000円

(27,300円)
	8.10％

(15.80％)
	5.38％

(13.08％)

	２人世帯
所得　2,000,000円
軽減なし
	265,200円
	285,600円

(304,200円)
	20,400円

(39,000円)
	7.69％

(14.71％)
	5.02％

(12.03％)

	３人世帯
所得　3,000,000円
軽減なし
	385,900円
	414,600円

(440,000円)
	28,700円

(54,100円)
	7.44％

(14.02％)
	4.92％

(11.51％)

	４人世帯
所得　3,900,000円
軽減なし
	643,700円
	683,800円

(730,200円)
	40,100円

(86,500円)
	6.23％

(13.44％)
	4.35％

(11.56％)

	４人世帯
所得　10,000,000円
限度額超過世帯
	1,090,000円
	1,100,000円
	10,000円
	0.92％
	0.92％



※表の中の上段は裏面の「２　R8年度保険税率（案）」の「R8年度（案１）」で試算した場合、
　下段の（　）内は県の示す「R8年度標準保険税率（仮）」で試算した結果です。
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